
令和４年度地域運動部活動推進事業 
休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究 成果報告書 

佐野市 
栃木県教育委員会（佐野市） 
担当課：教育部学校教育課    電話番号：0283-20-3107 

 
１．事業の概要について 
1.1 基本情報（令和４年度４月末時点）  
① 中学校数 ９校 ② 生徒数 2,675 人 ③ 部活動数 96 部活 

 
1.2 地域における現状・課題 
・生徒数（部員数）や教員数（顧問教員数）の減少により、部活動の数をこれまで通り維持することが困難になり、休廃部に至
る可能性がある。部活動の休廃部により生徒が希望する種目を選択できない状況がある。また、専門的な指導のできる顧問教員の
異動により、それまで活発に行ってきた部活動が停滞することがある。 
・部活動は、教員の長時間勤務の大きな要因であり、また、指導経験のない教員には多大な負担となっているため、教員の負担軽
減を考慮した適切な指導体制づくりが必要である。 
・学校部活動が教育活動において果たしてきた意義や役割などの成果を地域部活動へ移行する際も継続できるよう地域指導者を
対象にした研修会（事故・セクハラ・体罰防止含む）を開催するなどして資質向上に努めていく必要がある。 
・顧問や地域指導者が一貫した指導方針で指導に当たれるよう連携できる体制づくり、多様な競技種目における地域指導者の確
保、学校職員に頼らない学校施設の管理体制（校舎等の開錠や施錠）づくりも必要である。 
1.3 実践研究における取組目標 
○対象となる運動部活動顧問の時間外勤務総時間数が削減できるようにする。 
○指導を希望する教員が兼職兼業により、指導に当たれる仕組みづくりを進める。 
○専門的な技術指導による生徒の意欲や技術の向上を図る。    ○教員の負担感の軽減を図る。       
○中学生のスポーツ活動を地域が担える指導体制づくりを進める。  ○学校が関わらない地域主体の指導体制づくりを進める。 
 
1.4 実践研究の運営体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．地域連携や地域移行の推進に向けた体制整備の取組について 
(1)地域指導者研修会の開催（5/11 第 1 回地域部活動推進研修会において） 
・生徒の健康面への配慮、活動時間のバランスをとる観点から部活動ガイドラインに準拠した活動時間や休養日の必要性、生徒の
事故防止、体罰・セクハラ防止など適正な活動の実施に係る内容の研修会を設け、指導者の資質向上を図った。 
(2)地域部活動連絡協議会の設置に向けて 
・市内全校の地域移行を推進するために令和５年度に学校、スポーツ団体などの代表により組織した連絡協議会の設置を予定し
ている。その準備としてスポーツ協会等の代表者を集めて「部活動の地域移行に係る意見交換会」を開催し、現在のモデル校の取
組及び市内全体へ移行を進める取組（案）について説明し、意見交換の機会を行った。 
(3)教育委員会事務局等の担当者による打合せ 
・市教育委員会事務局、市スポーツ振興課、市文化推進課の担当者会議を定期的に開催し、地域部活動に係る国や県の動向
について情報共有を図るとともに、市内全校へ取組を拡大する方法や必要な運営団体の確保などについて検討を重ねた。 



３．実践研究校における取組について 
3.1 実践研究校情報 
① 実践研究校数 域内全９中学校のうち、１校が実践研究に参加 
② 実践研究に取り組んだ部活動数 11 部活 
③ 種目 ①陸上競技（特設駅伝）、②サッカー、③バスケットボール（男）、④バスケットボール（女） 

⑤バレーボール（男）、⑥バレーボール（女）、⑦ソフトテニス（男）、⑧ソフトテニス（女）、 
⑨卓球（男）、⑩卓球（女）、⑪剣道 

≪主な取組（１）≫…佐野市立田沼東中学校 
① 運営主体 特定非営利活動法人たぬまアスレチッククラブ 
② 種目 バスケットボール ④ 参加者数 15 人 
④ 活動日 土曜日または日曜日 ⑤ 活動場所 田沼東中学校体育館 
⑦ 指導者人数 １人 ⑧ 謝金単価 １人あたり 1,500 円/時間 
⑨ 指導者属性 たぬまアスレチッククラブ 
⑩ 参加会費の有無・金額 なし 

 
3.2 参加者の声（生徒、教職員） 

   
3.3 各実践研究校での取組を通じて挙がった課題や解決方法、取組において特に工夫した点 

取組についての工夫を３点挙げます。１点目は、指導者の確保についてですが、運営団体になっている総合型地域スポー
ツクラブでは、全ての競技種目の指導者の確保が難しいため、運営団体からスポーツ協会に指導者の推薦の協力依頼し、確
保に努めた。２点目として拠点校における実施に係るQ＆A を作成し、地域指導者による活動に際して、欠席やケガをした生
徒への対処方法や地域指導者が指導の都合がつかなくなった場合への対応方法などを共有し、実践した。３点目は、
顧問と指導者による活動状況に関する情報共有の方法についてである。各部において地域部活動日誌を活用し、活動内容
や顧問への連絡事項について記録した。また、顧問から地域指導者へ取り組んでほしい練習内容を伝える場合にも利用し
た。 
４．実践研究の成果と今後の課題 
4.1 実践研究での検証から得た成果 

競技経験や競技の専門的知識を有する地域指導者から指導を受け、８割以上の生徒が「指導がわかりやすい」、「体力や技術
が向上した」と感じるなど好意的に受けとめていた。また、休日の学校部活動の指導の一部を地域指導者に任せたことで、負担感の
軽減が図られたとの回答を８割の教職員から得られた。その他に、実践の開始にあたり地域指導者を対象に研修の時間を設け指
導をするための留意事項を伝えたことにより適切な指導が行われたことや総合型地域スポーツクラブが運営団体となり地域移行に伴
う運営事務の内容や業務量について把握ができ、全市に取組を広げる際の貴重な実践になったことが成果として挙げられる。 
4.2 地域移行における今後の課題と対応 
【受け皿団体・指導者の確保方策】 

市内全校への取組の拡大を見据え、本市の実態を踏まえた実施体制を検討する協議会を設置し、運営団体や指導者の確保
等について検討を進める。令和５年度からは、実践を市内の２校に拡大することにしている。 
【地域特有の課題への対応策】 

地域移行の取組を市内の一部の学校から徐々に拡大することにしている。この期間は、公平性の観点から受益者負担を求めな
いことを想定している。 

「教職員」 
教職員の 8 割
以上が負担軽
減に繋がったと
感じている。 



地域部活動推進事業に係る補助資料 

                                            佐野市教育委員会 

 

〇地域部活動推進事業実施における佐野市教育委員会の役割 

１ 地域部活動の実施に係る会議の開催 

   運営団体、拠点校の管理職や部活動顧問、地域指導者、教育委員会が一同に集まり、研修会を

開催した。１回目は、地域部活動の趣旨や実施方法の詳細について共通理解を図った。２回目は、

今年度の取組状況やアンケート結果をもとに成果や課題や今後の取組について共有した。 

    令和４年 5 月１１日 第 1 回地域部活動推進研修会（指導者研修会を含む） 

    令和５年 1 月２７日 第 2 回地域部活動推進研修会 

（アンケート調査結果概要の共有と次年度の取組に向けた情報共有） 

２ 地域部活動の拠点校における実施の Q＆A（改訂版）の作成の支援 

   拠点校での地域指導者の部活動に際して、欠席やケガをした生徒への対処方法や地域指導者が

指導の都合がつかなくなった場合への対応方法なについて学校と共に検討し、それを整理した Q＆

A 作成（改訂版）を支援した。 

３ 地域部活動の実施におけるアンケートの分析及び実践課題の整理 

   拠点校における取組を振り返るアンケート調査結果について分析を行い、推進を図るための成果

や課題の把握に努めた。また、拠点校、運営団体と今後の実践における課題や取組について共有を

図った。 

４ スポーツ協会などの団体所管課との情報共有と連携 

地域部活動を市内の全中学校へ拡大を図るため、市内のスポーツや文化・芸術の団体の所管課

とモデル校における取組について情報共有を図るとともに協議を重ねた。 

＜担当各課による会議の日付と協議内容＞ 

①５月 25 日 （・推進体制の検討① ・推進計画（素案） ・地域移行の周知） 

②７月 14 日 （・推進体制の検討② ・協議会（仮）の設置と開催時期について） 

③９月 15 日 （・市内全校への地域移行推進素案の検討） 

④10 月 20 日（・地域部活動の推進の指針（案） ・準備委員会の開催） 

５ リーフレットの配布による広報 

休日の地域部活動の地域移行について教職員、生徒、保護者への周知を図るため、リーフレットを作

成し、メールにて配信を行った。リーフレットの内容は、モデル校での実施の状況、国や県の動向などで

ある。現在、２号までを配信済みである。 

６ 実践の視察の実施 

栃木県教育委員会の担当者や佐野市教育委員会教育長、教育委員、市教育委員会の担当者によ

る活動状況の視察を実施するともに教職員、地域指導者、生徒への聞き取りを行った。 

７ 部活動の地域移行に係る意見交換会の開催 

   佐野市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ、佐野市文化協会の各代表者、教育部長及び関

係課の担当者が集まり、モデル校における取組の共有を図るとともに、学校部活動から地域クラブ活

動への移行についての意見交換会を行った。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本市中学校部活動の現状 
 

少子化による休部・廃部 

活動の縮小 
顧問にかかる負担の増大 運動部活動加入率の低下 

佐野市立中学校生徒数 

令和４年  ２,６７３名 

令和１６年 １,８００名程度(推計) 

佐野市立中学校における運動部顧問

の超過勤務時間平均 

８２時間２０分（令和４年４月） 

※規定では４５時間以内 

運動部活動加入率 

平成２５年度 ８０.０％ 

令和４年度  ７５.２％ 

生徒数は減少=教職員の減少 深刻な長時間労働 放課後の過ごし方の多様化 

 

 

本市も令和 5年度から 

中学校部活動の地域移行を進めます 
 

改革推進期間：令和５年度～令和７年度の３年間 

（地域スポーツ・文化芸術環境整備のための取組を重点的に行う期間） 

 

スポーツ庁・文化庁は「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合

的なガイドライン」を令和４年１２月に策定し、令和５年度から令和７年度までの３年間

を改革推進期間注）としています。このガイドラインには、休日の学校部活動を地域連携

や地域クラブ活動への移行を段階的に進めていくよう国の考えが示されています。 

 本市では令和３年度～令和４年度の２年間、佐野市立田沼東中学校が国と県から指定

を受けて「地域部活動推進事業」の実践モデル校として研究に取り組んでいます。（取組

内容の一部を裏面で紹介） 

 令和５年度からは、佐野市立田沼東中学校の成果と課題を検証し、市内公立中学校・義

務教育学校（後期課程）に少しずつ拡充させていく計画です。 

 注）３年間の改革推進期間で全ての地域移行を終了させるということではありません。 

 

★本事業についてのお問合せ 佐野市教育委員会 教育総務課 TEL 0283-20-3106 

「中学校部活動」から 

「地域クラブ活動」へ  
学校単位の部活動から地域で行うスポーツ・文化活動に変わっていきます 

令和５年１月 佐野市教育委員会 

No.1 



 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域部活動 実践後の意見は･･･（R3実施後のアンケート結果より） 
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成果と課題を検討し、今後、市内の中学校・義務教育学校に拡充していきます。 

 

 

 

 

先行実践モデル校（令和３～４年度） 

田沼東中学校の活動状況 

中学生が、興味関心に合ったスポーツ・文化活動に親しめるよう支援します！ 

成果 

・顧問と地域指導者の連携により活動

が円滑に行われた 

・生徒が地域指導者の指導について好

意的に捉えていた 

・顧問の負担軽減を図ることにつなが

った 

・地域部活動の実施体制のモデルの構

築が進められた 

課題 

・安全管理 

・施設・設備の管理 

・個人情報の管理 

・顧問と地域指導者の連携 

地域指導者からパスの基本を教えてもらいます 

活動回数 

土・日・祝日の活動のうち、月２回を地域指導者により指導（20回／年） 

★平日の部活動、地域指導者が指導を行わない土・日・祝日の部活動はこれまでどおり顧問

教職員が指導しています。 

地域部活動実践種目 

陸上競技、サッカー部、バレーボール（男女）、バスケットボール（男女）、ソフトテニス（男女） 

卓球（男女）、剣道、吹奏楽  

★休日に活動している全ての部活動を対象としています 

地域指導者は？ 

    「地域部活動推進事業」を運営する総合型地域スポーツクラブ「たぬまアスレチッククラブ」の

指導員等が地域指導者として指導にあたっています。 

★国・県指定のモデル事業のため、現在のところ保護者の費用負担はありません。 



 

「中学校部活動」から   
「地域クラブ活動」へ  

令和５年２月 佐野市教育委員会 

 令和５年度はスポーツ庁・文化庁が示した中学校部活動の地域移行に向けた「改

革推進期間」の１年目です。そこで佐野市では、令和５年４月から「部活動地域移

行推進事業」として、休日の中学校部活動を地域でスポーツ・文化活動を行う「地

域クラブ活動」へ段階的に移行する取組をスタートさせます。 

１ 田沼東中学校及びあそ野学園義務教育学校での先行実施について 

令和３・４年度の２年間、田沼東中学校は文部科学省及び栃木県・佐野市教育

委員会の指定を受けて「地域部活動推進事業」の拠点校として実践研究を行い

ました。 

２年間の実践研究の成果を踏まえ、令和５年度は、あそ野学園義務教育学校

(後期課程)を加えた２校で、休日の部活動の地域移行を進めます。 

(1) 実施方法 

同じ種目の部活動に所属する２校の生徒が、同じ活動場所(各中学校や市内

スポーツ施設等)で、地域指導者※1の下、「地域クラブ活動※2」として一緒に活

動します。 

〇「地域クラブ活動」は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社会

教育」の一環として実施します。 

〇生徒は、平日に中学校で参加している部活動と同じ種目の部活動に参加します。 

〇令和５年度の中学校体育連盟主催大会への参加はこれまでどおり、学校単位で

の参加となります。他の大会や練習試合等については、

「地域クラブ活動」単位で参加する場合もあります。 

※１ 地域指導者は、「地域クラブ活動」を管理・運営する総

合型地域スポーツクラブ等の指導員の皆さんです。 

※２ 「地域クラブ活動」は、令和３・４年度に田沼東中学校

で実践研究に取り組んだ「地域部活動」と同じ活動です。 

(2) 活動日及び活動時間 

活動日は令和５年５月から令和６年２月までの休日(土･日･祝日のいずれ

か)に２０回を予定しています。概ね月２回の活動となり、他の休日は従来ど

おり、教員の指導による学校部活動となります。 

令和５年度（改革推進期間 1年目）の２つの取組 

１ 田沼東中学校･あそ野学園義務教育学校での先行実施 

２ 「（仮称）部活動地域移行推進協議会」の設置 

No.２ 



 

 

 

例：活動日のイメージ （ある月の活動カレンダー） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 活動場所 

〇活動場所は各中学校又は市内各スポーツ施設等とし、原則として年間を通し

て同じ場所で活動します。 

〇具体的な活動場所は、各校部活動の部員数が確定した後に調整します。 

〇活動場所への移動は、各自とします。（現地集合・現地解散） 

(4) 傷害保険への加入について 

「地域クラブ活動」は社会教育の一環として実施されることから、日本スポ

ーツ振興センター災害共済給付制度の対象とはなりません。そのため、参加生

徒は活動中のケガ等に備え、新たな傷害保険に加入します。 

(5) 参加費用について 

令和５年度は先行実施のため、地域指導者への謝金や地域指導者及び生徒の

傷害保険加入費を佐野市が負担し、保護者の負担はありません。  

２ 「（仮称）部活動地域移行推進協議会」の設置について 

令和５年度は２校で先行実施が始まりますが、佐野市立中学校・義務教育学

校(後期課程)で実施していくためには、「地域クラブ活動」の運営団体・実施主

体の整備充実が必要です。 

そこで、学識経験者、各種スポーツ及び文化団体、ＰＴＡ、学校等の代表の

方々をメンバーとした「（仮称）部活動地域移行推進協議会」を設置し、実施に

向け準備を進めます。 

本協議会での検討結果を踏まえ、佐野市立中学校・義務教育学校（後期課程）

での実施を見据えた「中学校部活動の地域移行に関する実施計画《佐野モデル》」

を策定します。 

★本事業についてのお問合せ 佐野市教育委員会 教育総務課 TEL 0283(20)3106 

月 火 水 木 金 土 日 

   １ ２ ３ ４ 

   学校 学校 地域  

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

学校 学校  学校 学校 学校  

12 13 14 15 16 17 18 

学校 学校  学校 学校 地域  

19 20 21 22 23 24 25 

学校 学校  学校 学校 学校  

26 27 28 29 30   

学校 学校  学校 学校   

地域クラブ活動 

（社会教育） 

☆各月、休日(土･日 
･祝日)の２回程度 

☆実施日については
活動施設の状況や
地域指導者の予定
等により調整 

☆１回あたり３時間
程度の活動 

中学校部活動
の休養日 

☆週２日以上 
平日１日以上、 
週末１日以上 

中学校部活動 

（学校教育） 

☆平日及び地域ク
ラブ活動を実施
しない休日 

☆１回あたり平日
２時間、休日３
時間程度の活動 

※平日の活動時間
は季節により異
なります。 































令和４年度
佐野市立田沼東中学校における
地域部活動の取組について

令和４年度のアンケート結果より



地域指導者の指導による良かった点

＜生徒＞



地域指導者の指導による良かった点

＜教職員＞



負担の軽減につながったか。＜教職員＞



地域指導者の指導による良かった点

＜地域指導者＞



地域指導者の指導による良かった点

＜保護者＞



顧問と地域指導者の連携

＜教職員＞



顧問と地域指導者の連携

＜地域指導者＞



今後の課題点（重視している点）

＜教職員＞



今後の課題点（重視している点）

＜地域指導者＞



＜地域指導者＞
〇練習内容の精選・
工夫

〇心身の発達段階に
応じた指導

〇生徒の自主性・主
体性の尊重と育成

＜教職員＞
〇技能レベルにあっ
た指導

〇心身の発達段階に
応じた指導

〇生徒の自主性・主
体性の尊重と育成

★重視している点の共通点



次年度の活動への参加希望

＜生徒＞



次年度の活動への参加希望

＜保護者＞



部活動は将来どうあるべきか。

＜地域指導者＞



部活動は将来どうあるべきか。

＜教職員＞



部活動は将来どうあるべきか。

＜保護者＞①



部活動は将来どうあるべきか。

＜保護者＞②



今後の課題点

＜生徒＞



今後の課題点

＜教職員＞



今後の課題点

＜地域指導者＞



今後の課題点

＜保護者＞



〇顧問教員と地域指導者の両者から挙げられた課題

・「指導の際の教育的配慮」
・「生徒同士の人間関係」

〇生徒、教職員、地域指導者、保護者の
４者に共通して挙げられた課題

・「顧問と指導者の連携」

★共通して挙げられた課題
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